
◆ 10月の活動◆

・ 農園活動

枝豆、 サツマイモの収穫、 大豆の種まき

・ 試食

枝豆、 お魚の食べ方講座

※追熟とは？

収穫後、 一定期間置く

ことで、 甘みを増す、 や

わらかくする等の処理の

ことです。

・ きれいに食べられた！
・ お魚が好きになった！
・おうちでも試してみた！
等、 参加していただいた
皆さんから好評でした。

問合せ　保健センター　☎0495-77-4041　FAX0495-77-0550
こども農園だより

こども農園では随時参加者を募集しています。 活動に参加したい方は、

保健センターにご連絡ください。

◆ 11月の活動◆

・ 農園活動

サツマイモの収穫、 玉ねぎの苗植え

・ 試食

サツマイモ （４種類） の食べくらべ

★事前に収穫し、 追熟※したものを食べました。

見た目や、 食感、

味の違いを楽しみ

ました。

食改さんの料理教室
神川の食育食生活改善推進員協議会からのお知らせ食生活改善推進員協議会からのお知らせ

参加
御礼！

12月17日(火)　『おせち＆クリスマスのスイーツ作り教室』を　　

　　　　　　　　　行いました！ 
↓♥実習で作ったメニューがこちら♥↓

「思っていたより簡単で、今年のお

せちは手作りできそうです。教室に

参加してよかったです。」

「初めてでしたが、楽しく美味しく

できました♥また参加したいです。」

参加者
大募集！

『かわいく美味しい♥ひなまつりごはん教室』

問合せ　保健センター　☎0495-77-4041　FAX0495-77-0550

日時　２月1８日(火)　午前９時45分～午後０時３０分

場所　保健センター　２階　調理室　　　内容　講義・調理実習・試食

申込　保健センターへ電話（0495-77-4041）　または QRコードよりメール送付

　　　　※電話申込の受付時間は午前８時３０分～午後５時１５分

申込期間　１月6日(月)～2月4日(火)　先着１５名

参加費　３００円（当日お持ちください）

持ち物　筆記用具、エプロン、三角巾　　主催　食生活改善推進員協議会申込用QRコード

民生委員・児童委員が委嘱されました
問合せ　町民福祉課　福祉担当　☎0495-77-2112 FAX0495-77-2117

　12月1日付けで、町の民生委員・児童委員として36人の方が厚生労働大臣より委嘱されました。今後3年

間、地域の皆さんの相談相手として、社会福祉の増進のためにご活躍いただきます。よろしくお願いします。

氏名 担当地区等

渡辺　浩一 新宿－寄島・ﾙﾋﾟﾅｽ

長谷川　操 新宿－峰岸・本郷

飯島　浩子 池田－下・北

新井　ひろみ 池田－上

松本　とみ江 二ノ宮

前川　悦子 新里－上（第1）

内海　ハル子 新里－中・下・赤羽（第2・第3）

木下　晴美 新里－前組

原口　三代子 中新里

栗原　和夫 小浜・貫井

髙栁　裕治 植竹－第１

吉川　敦子 植竹－第２

相﨑　道夫 植竹－第３

大塚　　隆 植竹－第４

高橋　惠美子 肥土

中嶋　真由美 四軒在家

落合　美惠子 関口

河野　　 江 元阿保－川西・南組・中宿

芳野　元子 元阿保－稲中・東組

木村　由紀子 八日市－上・南（第1）

木村　葉子 八日市－中・下（第2・第3）

渡邊　久惠 八日市－東（第4）

小暮　宏幸 原新田

根岸　　彰 熊野堂－2班・4班

加藤　　惠 熊野堂－1班・3班

関口　文昭 元原

田中　文子 渡瀬－本町

梅原　　進 渡瀬－仲町

佐藤　文子 渡瀬－上町（中・上宿）

金井　保隆 渡瀬－上町（根際・八幡地）

野口　章江
秩父瀬･桜城1、2・池尻・幹沢・貫
井・県営阿久原住宅

中山　裕子 平・坊地・中居1、2・町営中居住宅

小島　勇一 上阿久原（浜の谷を除く）

谷　　義人 矢納・浜の谷

菊地　直美 主任児童委員

小泉　ますみ 主任児童委員

【あなたの地区の民生委員・児童委員】

あなたの相談相手

民生委員・児童委員はいつもそばにいます！

　「悩みを誰かに聞いてほしい」「福祉サービスを利用した

い」そんなときは、お近くの民生委員・児童委員が相談に

応じます。

　常に住民の立場に立って、地域での生活上の問題、家庭

内の心配ごとや高齢者・障害者・児童福祉等あらゆる分野

の相談・支援を行っています。

（地域における民生委員の主な仕事）

① 住民の生活状況の把握

② 援助を必要とする人の自立支援(相談、助言、援助）

③ 福祉サービスの情報提供

④ 社会福祉事業者などとの連携

⑤ 行政機関との業務協力

　民生委員は、児童福祉法に基づいて児童委員を兼ねて

います。児童委員は、地域の児童及び妊産婦の健康状態、

生活状態を把握して、必要な援助を行っています。

　民生委員は、給与は支給されない地域のボランティア

です。任期は３年、現在の委員さんの任期は令和4年11

月30日までとなっています。

　民生委員がその職務をより機能的、効率的に行うため、

神川町民生委員・児童委員協議会を組織しています。協

議会では、毎月「定例会」を開催し、様々な分野の研修を

行っています。また、委員同士の連携を図るとともに、困

難な課題について検討を行っています。
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☆地域ごとに担当がいます

☆児童委員を兼ねています

☆安心して相談できる地域のボランティアです

☆民生委員・児童委員協議会の活動

伊達巻

紅白鶏ハム

五色なます

和歌山県風お雑煮

参加者の声（アンケートより）

クリスマスケーキ


